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 農業支援外国人受入事業

本県がめざす「強い農業」の
実現に向け、全国に先駆けて
外国⼈材の受⼊れを⾏う。

○実務経験や知識・技能等を有する「外国⼈農業⽀援⼈材」は、即戦⼒の労働者としての活躍が⾒込まれる。
○農業分野の専⾨⼈材の受⼊れにより、本県が強みを有する施設園芸の⽣産性も更に向上するものと期待。

本県と国の機関により構成される『適正受⼊管
理協議会』を設置し、特定機関（受⼊れ企業）を
募集（平成30年４⽉を⽬途）。
【協議会構成員】
愛知県（事務局）、内閣府地⽅創⽣推進事務局、
名古屋⼊国管理局、愛知労働局、東海農政局

【事業実施区域】愛知県全域

【受入れ体制及び実施に向けた検討の状況】

今回、区域計画に追加予定の特定事業 今回認定申請

特定機関

（受入れ企業）

外国人農業支援人材

派遣先農業経営体

雇⽤契約

愛知県
内閣府 名古屋入国管理局

基準適合性の確認
巡回指導、監査

苦情・相談
労働者派遣契約

作業指⽰

愛知労働局 東海農政局

連携

報告

農業⽀援活動

【適正受入管理協議会】

現地調査

 家事支援外国人受入事業

本県と国の機関により構成される『第三者管理協議会』を設置し、特定機関を募集（平成30年６⽉を⽬途）。
【協議会構成員】
愛知県（事務局）、内閣府地⽅創⽣推進事務局、
名古屋⼊国管理局、愛知労働局、中部経済産業局

【事業実施区域】愛知県全域

増加する家事⽀援サービスの利⽤ニーズ
に応えるため、外国⼈材の受⼊れを進め、
⼥性等の活躍を更に促進。
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 国家戦略特区における産業人材の受入れ（「外国人雇用特区」）

今後検討すべき規制改革事項（愛知県提案） 継続提案

２

我が国で労働⼒が不⾜する分野において、
⼀定の資格・技能を有する外国⼈を、新たな
在留資格を設け、受⼊れを図る。

平成27年11⽉提案
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新たな在留資格による受⼊れのイメージ
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在留資格：産業⼈材
在留期間：最⻑５年
・在留資格の更新を認める
・配偶者等の帯同可

労働⼒が不⾜する分野

帰国後１年
以上経過後

我が国の労働者として
就労・居住

【愛知県の場合】
・輸送⽤機械器具製造業
・⾦属製品製造業
・プラスチック製品製造業 等

 医療ツーリズムの推進

⼿術⽀援ロボット｢ダ･ヴィンチ｣
（提供：藤⽥保健衛⽣⼤学病院）

平成28年11⽉提案

（地域における主な取組）
・官⺠によるあいち医療ツーリズム推進協議会の設置（平成29年２⽉）
・国際医療コーディネーター育成研修を県が実施（平成29年度〜）
・藤⽥保健衛⽣⼤学病院が、訪⽇外国⼈患者専⽤の「国際医療センター」
を新設（平成30年１⽉）

海外からのニーズが⾼く、⽇本が国際的優位性を有する医療分野に
ついて、⽇本の医療を迅速に提供するため、できるだけ早期に治療が
必要な外国⼈患者の医療滞在ビザ発給を迅速化。また、短期滞在ビザ
での滞在中における、在留期間の延⻑や在留資格の変更を認める。

（地域の状況）
・本県の有効求⼈倍率は1.91倍と、全国平均
の1.59倍を⼤きく上回る（平成30年１⽉）

・本県で就労する外国⼈労働者は約13万⼈と、
全国の約１割を占め、全国２位（平成29年
10⽉）


